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本書は、社会保険労務士試験の合格水準に到達するために覚えておきた
い重要事項を整理し、知識の定着を促すことを目的として編集したもので
す。
学習が進むほど科目内または科目間の類似事項により頭の中が混乱し、
点数が伸び悩むといったことは多くの受験者が直面する壁の１つだと思わ
れます。また、学習範囲の中には各法律をまたがったいくつもの共通事項
があり、それらを個別に覚えるには必要以上の時間を要することとなりま
す。
このことから、社会保険労務士試験を効率的に攻略していくためには、

①　類似事項を整理し、頭の中の混乱を解消すること
②　共通事項はまとめて覚え、無駄な時間を削ること

これらが不可欠です。本書はこれらを最大限効率よく行えるように制作
しました。本書を活用することにより、「重要事項の整理」「理解の促進」
「効率的な学習」が可能となっていくでしょう。

2017年度版よりフルカラーのレイアウトに全面リニューアルし、おかげ
様で本書は、多くの方にご利用いただくことができました。今年の改訂で
は、最新の法改正への対応を中心に、加筆・修正を行いました。同シリー
ズである「みんなが欲しかった！ 社労士の教科書」との連携も強化し、
セットで活用していただくことでより学習効果が実感できるようになりま
した。
本書で横断的に全科目を総整理することで、学習範囲の内容がしっかり
マスターできるでしょう。今の試験合格に必要な情報量をキープしつつ
も、使いやすいコンパクトな仕様で学習する場所を選ばないという点も本
書の特長の１つです。「いつでも」「どこでも」「疑問が生じたその時に」
本書を開き、横断整理をすることで、学習効果はより高いものとなるでし
ょう。

2019年度の社会保険労務士試験の合格率は6.6%で、厳しい試験に見える
かもしれませんが、本書のようなコンパクトな教材で、基本事項をモレな
く、丁寧に確認してください。正しく知識を身につけていれば、必ず合格
できる試験です。
本書を最大限に活用し、2020年度の社会保険労務士試験で合格の栄冠を
勝ち取ってください。
 2019年11月
 TAC社会保険労務士講座

はじめに
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本書の特長
本書は「みんなが欲しかった！」シリーズの「社労士の教科書」「社

労士の問題集」をひと通り終えたあとにご活用いただくと絶大な効果を
発揮する、知識総仕上げ教材です。
社労士試験で学習する膨大な量の情報を、本試験で使える知識にしっ
かり整理し、固めることにこだわって制作しました。

社労士試験の学習範囲は非常に広いため、科目が異なっても共通する
事項、似ているけど少しずつ異なる事項などがあり、暗記するのにとに
かく苦労するものです。
たとえば、問題を解いているときに、こんな疑問がわくことはありま
せんか？

全科目の類似事項・共通事項を
横断整理できます!!

ポイント1

本書は「全科目横断編」を用意!!
本試験でどんな形で出題されても的確に知識が引き出せるように、類似
事項・共通事項を科目横断整理できるよう、テーマごとに図や表にまと
めています。試験でよく狙われるポイントに集中して確認することがで
きます。

そこで！

この書類の届出期限は
　５日以内だっけ…
　14日以内だっけ…
　10日以内だっけ…
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3受給権者に関する届出

届書等 提出先法規 提出期限
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長

日
本
年
金
機
構

日
本
年
金
機
構

１～ ６月生れの者 ➡   毎年 ６月30日まで
７～ 12月生れの者 ➡   毎年10月31日まで

◆  正当な理由なく提出しないと保険給付の支払が
「一時差し止め」となる

■原則■ 受給権者の確認は、住民基本台帳法による機構
保存本人確認情報の提供による
■例外■ 以下の場合は現況届等が必要
　❶ 住民基本台帳法による機構保存本人確認情報の提供が
受けられないとき

　❷ 加算額対象者がある障害基礎年金、加給年金額の対象者
がある老齢・障害厚生年金の受給権者等（診断書添付）

毎年誕生月の末日（指定日）まで

毎年誕生月の末日（指定日）まで。ただし 、国年法30条の
４の規定による障害基礎年金の受給権者等は７月31日まで

◆  正当な理由なく現況届等を提出しないと（保険）給付の
支払が「一時差し止め」となる

◆指定日が裁定等の日後１年以内に到来する年は提出不要

◆  上記❷に係る現況届等は、年金が全額支給停止されてい
る場合には、提出不要

❶ 国年法・厚年法の住所変更届・年金受給権者死亡届は、住民基本台帳法に
よる機構保存本人確認情報の取得ができるとき（年金受給権者死亡届は、
死亡日から７日以内に市町村に対して戸籍法の規定による死亡の届出をし
たときに限る）には、それぞれ提出不要
❷ 加算額（加給年金額）の対象者が18歳の年度末、20歳、65歳に達しても加
算額（加給年金額）対象者不該当の届を提出する必要はない

年金給付の受給権者の所在が
１月以上明らかでないとき
に、その者の属する世帯の世
帯主等が届け出る

速やかに

（国年）14日以内
（厚年）10日以内

速やかに

定期
報告書

現況届等

所在不明の届出

氏名・住所変更届、胎児出生届、遺族年金の失権届、
加算額（加給年金額）対象者不該当届
 等

上記以外の国年・厚年のほとんどの届出
〔加算開始事由該当届、障害状態（不）該当届、支給停
止事由該当（消滅）届等〕

労災

厚年

厚年

国年

国年

19

適
用
等

1

労働基準法
⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充た
すべきものでなければならない

⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働
関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

目的等1

　

労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための

危害防止基準の確立❶ 責任体制の明確化❷

自主的活動の促進❸

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする

、

及び

の措置を講ずる等

その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより

労働者災害補償保険法

労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡
等に対して迅速  かつ  公正な保護をするため、必要な保険給付
を行い

❶

業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働
者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者
の安全及び衛生の確保等を図り、

❷
＋

労働者災害補償保険は、

あわせて

もって

2

ごちゃごちゃ混ざりやすいと
ころを狙いうちしてまとめて
横断整理!!　フルカラーで印
象づけて暗記できるように１
つ１つのレイアウトにこだ
わっています。

暗記しやすさにコダワリ
あり!!
長い条文も覚えやすいよ
うに区切りを効果的に入
れています。
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社労士試験で学ぶ内容は、全10科目にわたり、とにかく広範囲、か
つ分量が多いため、何度も繰り返し学習して、知識を定着させていかな
ければなりません。
みなさんも、こういった疑問や悩みを抱いたことはありませんか？

重要事項の総まとめができます!!

ポイント2

本書は「総まとめ編」を用意!!
「社労士の教科書」などの基本書で学んだ内容で、とくに重要なところ
を総復習できるようにしました。重要キーワードが際立つように覚えや
すく整理して編集をしているので、知識の総まとめに最適です。また、
科目ごとに絶対に落としてはならない最重要事項だけがコンパクトにま
とまっているので、速習が可能です。

そこで！

この条文、
何度見ても
覚えられない…

年次有給休暇の
出勤率を出すときに
「除く」ものって
なんだっけ…
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❶対象労働者の労働時間の状況
❷ 対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の
実施状況

労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議が行
われた日から起算して６箇月以内ごとに１回、次の事項
を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

報　告

労使委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出は、企画業
務型裁量労働制の効力発生のための要件ですので、使用者が、
この届出を行わなければ、企画業務型裁量労働制の効力は発生
しません。

◆労働時間６時間
　➡ 休憩時間を与えなくてよい

◆労働時間８時間
　➡ 45分の休憩時間でよい

ワンポイントアドバイス
労働時間が８時間を超える場合、その超える時間が何時間であっても、１時間の
休憩を与えていれば、法違反となりません。

労働施策総合推進法 改正

労働施策総合推進法は、

発生要件

付与日数

116

年次有給休暇10

雇入日から起算して６箇月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤

継続・分割した10労働日の年休

雇入日から
６箇月間
の総暦日数

➡

全労働日

－

◆年休の権利は２年で時効により消滅するので、未消化日数については翌年
度に限り繰り越すことができる

勤続年数 6.5年以上0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

❶所定の休日
❷不可抗力による休業日
❸使用者側に起因する経営、管理上の障害による
休業日

❹正当な争議行為により労務の提供が全くなされ
なかった日

❺代替休暇取得により終日出勤しなかった日　等

労働日の
うち出勤
した日

出勤日（●❶～●❻の休業日は出勤したものとみなす）

✚

❶業務上負傷・疾病の療養休業期間
❷育児休業期間
❸介護休業期間
❹産前産後の休業期間
❺年休取得日
❻労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない
不就労日

重要な公式などは、カラーを
効果的に使い、覚えやすく、
整理して掲載しています。
パッと見て視覚的に印象づけ
ることができるので、暗記に
とても便利です。

重要キーワードは付属の赤
シートでキレイに隠れますの
で、暗記に便利です！

ワンポイントアドバイス
覚え方のコツ、理解のコツ
がわかります！

ポイント
大事なポイントがまとまっ
ています！

改正マーク
2019年度本試験の改正点です。重要
ですので、必ず確認しましょう。

その他にも学習効果
を

グーンと上げる役立
つ要素!!

年年 2.5年2.5年 3.5年3.5年

（●（●❶❶●●●●～～❻❻●●●●の休業日は出勤したものの休業日は出勤したもの

❶❶業務上業務上負傷・疾病負傷・疾病のの療養療養休業期休業期
❷❷育児育児休業期間休業期間
❸❸介護介護休業期間休業期間
❹❹産前産後産前産後の休業期間の休業期間
❺❺年休取得日年休取得日
❻❻労働者労働者の責に帰すべき事由の責に帰すべき事由
不就労日不就労日
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本書は同シリーズである「みんなが欲しかった！」シリーズとともに
活用していただくと、より効果を発揮します。教科書や問題集で基本的
な知識のインプットを終えたあと、科目横断整理で知識を整理して、重
要事項をガッチリ固めていきましょう。

みんなが欲しかった！
全科目横断・総まとめ

繰り返し
学習

試験当日まで
役立つ
優れもの!!

本書の効果的な活用法

本書

みんなが欲しかった！
社労士の教科書

みんなが欲しかった！
社労士の問題集
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◆全科目横断編

似ているけど法律によって少しずつ違うもの、
法律は異なっても共通するものは、ここでまとめてチェック!!

1　適用等
 1 目的等   2
 2 適用事業等   10
 3 適用除外   12
 4 届出   15
 5 賃金   20
 6 国庫負担・補助   30
 7 保険料   32
 8 滞納処分等   41

2　通則事項
 1 受給権の保護   46
 2 死亡の推定   48
 3 未支給の給付   49
 4 スライド   51
 5 年金給付の支給   53
 6 支払の調整   55
 7 併給調整   57
 8 給付制限等   59
 9 不正利得の徴収   65
 10 損害賠償との調整   66
 11 不服申立て   67
 12 記録の保存   71
 13 時効   72
 14 罰則   74
 15 国民年金基金と健康保険組合   78
 16 端数処理   79

目的条文はここで絶対に暗記しましょう！
届出なども試験に頻出です！

時効、罰則など、盲点になりがちなところも
科目横断チェックで即攻略!!

CONTENTS
はじめに／（３）　　本書の特長／（４）　　本書の効果的な活用法／（８）
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◆総まとめ編

法律ごとに、重要事項をチェックしていきます。
社労士の教科書で学んだ内容を一気に固めていきましょう!!

1　労働基準法
 1 労働基準法の基本理念等   82
 2 労働契約の締結   85
 3 労働契約の解除   90
 4 賃金  94
 5 法定労働時間と適用除外   97
 6 休憩と休日   101
 7 変形労働時間制   104
 8 時間外労働・休日労働と割増賃金   108
 9 みなし労働時間制   115
 10 年次有給休暇   120
 11 年少者   124
 12 妊産婦等   127
 13 就業規則   130

2　労働安全衛生法
 1 全産業の安全衛生管理体制   134
 2 建設業等の安全衛生管理体制   142
 3 委員会   147
 4 機械等に関する規制   149
 5 危険物及び有害物に関する規制   155
 6 安全衛生教育   160
 7 健康診断等   163
 8 計画の届出   178

条文を正確に理解することがこの科目の
攻略ポイントです！

試験頻出の安全衛生管理体制は、
本書で完璧に覚えてしまいましょう！
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3　労働者災害補償保険法
 1 傷病に関する保険給付   180
 2 障害に関する保険給付   183
 3 死亡に関する保険給付   187
 4 その他の給付   191
 5 特別支給金   192
 6 特別加入   197

4　雇用保険法
 1 失業等給付の体系   200
 2 基本手当の受給資格   201
 3 基本手当の日額   202
 4 基本手当の所定給付日数   204
 5 基本手当の受給期間   205
 6 延長給付   206
 7 基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付   210
 8 高年齢求職者給付金   212
 9 特例一時金   213
 10 日雇労働求職者給付金   214
 11 就職促進給付   216
 12 教育訓練給付   220
 13 雇用継続給付   223
 14 二事業   229
 15 失業等給付の支給額一覧表   231

保険給付を中心に、
しっかり整理しましょう。

毎年改正も多い科目ですので、
注意しましょう。
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5　 労働保険の保険料の
徴収等に関する法律

 1 保険関係の成立と消滅   236
 2 事業の一括   237
 3 概算保険料   240
 4 確定保険料   245
 5 口座振替による納付   246
 6 メリット制   246
 7 印紙保険料   247
 8 特例納付保険料   249
 9 増加概算保険料等のまとめ   250
 10 労働保険事務組合   250

6　 労務管理その他の
労働に関する一般常識

 1 労働組合法   254
 2 労働関係調整法   258
 3 労働契約法   260
 4 個別労働関係紛争解決促進法   268
 5 パートタイム・有期雇用労働法   269
 6 男女雇用機会均等法   273
 7 育児・介護休業法   277
 8 次世代育成支援対策推進法   283
 9 女性活躍推進法   284
 10 最低賃金法   284
 11 労働施策総合推進法   286
 12 職業安定法   289
 13 労働者派遣法   292
 14 高年齢者雇用安定法   303
 15 障害者雇用促進法   305

手薄になりがちな科目ですので、
ここで再確認しておきましょう。

法規の重要事項を凝縮しました。
本書の内容は完璧にしましょう。
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7　健康保険法
 1 保険者   310
 2 保険給付の種類   312
 3 疾病又は負傷に関する保険給付   313
 4 死亡及び出産に関する保険給付   327
 5 資格喪失後の給付   328
 6 日雇特例被保険者の保険給付   329
　

8　  国民年金法及び
厚生年金保険法

 1 老齢給付Ⅰ　－受給資格要件①－   334
 2 老齢給付Ⅱ　－受給資格要件②－   335
 3 老齢給付Ⅲ　－支給開始年齢－   339
 4 老齢給付Ⅳ　－支給の繰上げ－   345
 5 老齢給付Ⅴ　－支給の繰下げ・失権－   348
 6 老齢給付Ⅵ　－基本年金額－   351
 7 老齢給付Ⅶ　－加算・加給－   353
 8 老齢給付Ⅷ　－在職老齢年金－   356
 9 障害給付Ⅰ　－支給要件－   359
 10 障害給付Ⅱ　－年金額－   361
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本書は、2019年11月１日現在において、公布され、かつ、2020年
本試験実施要綱が発表されるまでに施行されることが確定しているもの
に基づいて作成しております。
なお、2019年11月２日以降に法改正のあるもの、また法改正はなさ

れているが、施行規則等で未だ細目について定められていないものにつ
いては、2020年２月上旬より、下記ホームページにて改正情報を順次
公開いたします。

TAC出版書籍販売サイト「サイバーブックストア」
https://bookstore.tac-school.co.jp

9　 社会保険に関する
一般常識

 1 国民健康保険法   390
 2 船員保険法   391
 3 高齢者の医療の確保に関する法律   392
 4 介護保険法   393
 5 確定拠出年金法・確定給付企業年金法   395
 6 社会保険労務士法   397

どれも重要な法律ばかりです。
最後までキッチリ確認しましょう！
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適用等1



労働基準法
⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充た
すべきものでなければならない

⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働
関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

目的等1

　

労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための

危害防止基準の確立❶ 責任体制の明確化❷

自主的活動の促進❸

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする

、

及び

の措置を講ずる等

その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより

労働者災害補償保険法

労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡
等に対して迅速  かつ  公正な保護をするため、必要な保険給付
を行い

❶

業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働
者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者
の安全及び衛生の確保等を図り、

❷
＋

労働者災害補償保険は、

あわせて

もって

2



労働保険の保険料の徴収等に関する法律
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、労働保険の事業の効率的な
運営を図るため、以下のことに関し必要な事項を定めるものとする

労働保険の保険関係の成立及び消滅❶

労働保険料の納付の手続❷

労働保険事務組合等❸

雇用保険法

労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
求職活動を容易にする等その就職を促進する

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難と
なる事由が生じた場合に必要な給付を行う

❶

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付
を行う

❷

労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是
正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労
働者の福祉の増進を図る

❸
＋

ほか

ことを目的とする

ことにより

雇用保険は、

あわせて

健康保険法
健康保険法は、
労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又
は出産に関して保険給付を行い、

国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
もって

3
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厚生年金保険法
厚生年金保険法は、
労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、

労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に
寄与することを目的とする

労働組合法

労働組合法は、以下のことを目的とする

労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進
することにより労働者の地位を向上させること

❶

使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための
団体交渉をすること及びその手続を助成すること

❸

労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選
出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を
組織し、団結することを擁護すること

❷

国民年金法

⑵　国民年金は、⑴の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡
に関して必要な給付を行うものとする

（注）日本国憲法第25条第２項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない

⑴　国民年金制度は、
日本国憲法第25条第２項(注)に規定する理念に基づき、老齢、障害又
は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯
によって防止し、

健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする

もって

4



労働契約法
労働契約法は、
労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立
し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的
事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に
行われるようにすることを通じて、

労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資する
ことを目的とする

個別労働関係紛争解決促進法
個別労働関係紛争解決促進法は、
個別労働関係紛争(注)について、あっせんの制度を設けること等

（注）個別労働関係紛争
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主
との間の紛争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求
職者と事業主との間の紛争を含む）

その実情に即した迅速  かつ  適正な紛争の解決を
図ることを目的とする

により

　

パートタイム・有期雇用労働法は、

パートタイム・有期雇用労働法

我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済
情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要
性が増大していることに鑑み、

短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、
雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発
及び向上等に関する措置等を講ずることにより

通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて
短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮すること
ができるようにし、

その福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展
に寄与することを目的とする

もって

5
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労働施策総合推進法
労働施策総合推進法は、

国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化
に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を
総合的に講ずることにより

労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた
雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進し
て

労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにす
る

労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図
るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達
成に資することを目的とする

これを通じて

最低賃金法
最低賃金法は、
賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより労
働条件の改善を図り

労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争
の確保に資する

❶

国民経済の健全な発展に寄与する❷

ことを目的とする

もって

6



国民健康保険法

⑵　国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必
要な保険給付を行うものとする

⑴　国民健康保険法は、

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国
民保健の向上に寄与することを目的とする

　

職業安定法
職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって、

公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行
政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと

❶

職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供
給の適正  かつ  円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な
運営を確保すること等

❷

各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与
え、及び産業に必要な労働力を充足

職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄
与することを目的とする

により

もって

船員保険法
船員保険法は、以下を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向
上に寄与することを目的とする

船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷、死亡
又は出産に関して保険給付を行う

❶

労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由
又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う

❷

7
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国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする

高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律は、

国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の
適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査
等の実施に関する措置を講ずる

❶

高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前
期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対す
る適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設ける

❷
＆

もって

介護保険法
介護保険法は、
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状
態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及
び療養上の管理その他の医療を要する者等について、

これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため、

国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項を定め、

国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする
もって

8



確定拠出年金法
確定拠出年金法は、
少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変
化にかんがみ

個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用
の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける
ことができるようにするため

確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における
所得の確保に係る自主的な努力を支援する

公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄
与することを目的とする

もって

確定給付企業年金法
確定給付企業年金法は、
少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にか
んがみ

事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がそ
の内容に基づいた給付を受けることができるようにするため

確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期にお
ける所得の確保に係る自主的な努力を支援する

公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄
与することを目的とする

もって

社会保険労務士法
社会保険労務士法は、
社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、

労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する❶

事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する❷

もって

とともに、

ことを目的とする
9
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